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患者により安心の医療を提供する
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電子処方箋で、そのお悩み解決しませんか？

早速チェック！
本資料では、電子処方箋の仕組みやメリット、

導入に向けた準備内容について分かりやすく解説しています。

薬局での受け入れ態勢が整い、患者に関して
確認できる情報が充実してきておりますので、

医療安全の観点から、
電子処方箋の導入をご検討ください！

電子処方箋は、全国に拡大されています！

※令和7年実績

９,901万件の重複投薬、

14.4万件の併用禁忌のアラートが発生

電子処方箋で、より安全な医療が提供できます！

併用禁忌や重複投薬がないかの判断に
万が一誤りがあったらどうしよう、と不安に
なる時がある・・・

調剤結果の
登録率 85.4%

そのお悩み、電子処方箋で解決できます！
電子処方箋を導入すれば、

システム上でチェックするので、安心です

施設を跨いだデータを活用する
ことで、より安全な医療を提供
する医療機関が増加しています

電子処方箋
運用開始済薬局

薬局の
導入率 90.3%

運用に向けて
準備をしている
層も含めると、

93.0%

運用準備中
薬局

※2026年6月22日時点 ※2026年5月（推計値）

金銭的な
負担が不安

導入したら何が
変わるの？

電子って
難しそう…



電子処方箋とは？
電子処方箋とは、電子的に処方箋の運用を行う仕組みで、複数の医療機関や薬局で直近処方・調剤された
情報の参照、それらを活用した重複投薬等チェックなどが行えるようになります。
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医師・

歯科医師

薬剤師

処方箋を「電子処方箋管理サービス」
に送信します。

「電子処方箋管理サービス」から
処方箋を薬局のシステムに取り込み、
お薬を調剤します。

薬局での入力が不要に！

医師・歯科医師と薬剤師の
速やかな情報共有が可能に！※

患者が受診した他の医療機関・薬局
での処方・調剤内容を確認できます。

電子処方箋

管理サービス

重複・併用禁忌の確認が
可能に！ ※

※ 電子処方箋対応医療機関では処方箋の形式（電子/紙）に寄らず、他医療機関・薬局で登録された直近の処方・調剤情報も含めた薬剤情報の確認が
 可能です。また、それらの情報とこれから処方するお薬との重複投薬等チェックを行うことも可能です。

薬剤師

自院の処方に対する薬局の調剤結果
や、コメント等を確認できます。

医師・

歯科医師

調剤年月日

薬局

薬剤師名

医師名

処方内容

伝達事項

XXXX年Ｘ月Ｘ日

〇〇薬局

A

B

ドルベネジル塩酸塩OD錠3mg

投与開始後1週間後に来局。
経過問題なし。

＜薬局からの調剤結果伝達イメージ＞

疑義照会結果 -
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電子処方箋導入のメリット
電子処方箋の導入により、医療安全面の強化、業務効率化が実現されます。

業務効率化

医療安全面の強化

直近の情報を含む過去の薬剤情報を閲覧可能
カルテ準備作業の効率化
⇒安全性は担保したうえで、診療時間が短縮

直近のデータに基づいて、システム上で重複投薬や併用禁忌をチェック
コメントを登録することで、医師・薬剤師等間でのコミュニケーションも可能

⇒医療機関・薬局を跨いだ情報共有により、多剤投与の適正化など、更なる医療安全の向上が可能

患者

医師

今飲んでいるお薬は、一昨日
他院で処方記録がある〇〇だけですか？

患者

情報提供に同意

受付
過去の薬剤情報等・

重複投薬等チェックの結果確認

医師

患者
はい、そうです！

電子処方箋の発行

医師

A病院での処方情報 B薬局での調剤情報

患者に直近処方や調剤された情報 はい、分かりました

一昨日に他院で□□のお薬がでていますが、
このお薬は投薬日数制限があるので
今日はいつもの△△だけ出しますね

電子処方箋のコメント欄を利用し、
薬局に処方意図を伝えることも可能です

前回の処方時の薬局のコメントを読むと
△△については経過問題なしか・・・

今飲んでいるお薬はありますか？

紙の処方箋を削減可能
⇒印刷コスト、記名押印などの
業務コストの削減

※ 電子化への過渡期的措置として、
紙の処方内容（控え）を交付可能で
すが、マイナポータル等で引換番号が
閲覧可能な患者に対しては交付しない
ことも可能です。

なんだっけ・・・

電子処方箋の導入は、
より安心な医療を提供する対価として、
電子的診療情報連携体制整備加算
等の対象となります。
補助金・税制度の活用も可能です。
※ 詳細はP7をご確認ください。

安心の医療提供体制
に対する評価

受
診
の
一
例



導入後の業務イメージ
電子処方箋の導入後も、従来の業務の流れの中で、重複投薬等チェックなどのメリットを享受できます。
従来のシステムで電子処方箋を選択し、電子署名を行うだけで電子処方箋を発行できます。
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診察

会計

マイナ保険証
で受付

処方箋の
発行

• 患者が顔認証付きカードリーダーで
情報提供に同意

導入施設未導入施設

• 患者が顔認証付きカードリーダーで情報提供に同意し、
電子処方箋を選択※１

• 紙の処方箋を患者に交付

• 医師が薬剤情報等※２を確認し、
診療に活用

• お使いのシステムに処方内容を入力

• 電子署名を行い、電子処方箋を発行※4• 処方箋を印刷
• 記名押印または署名

• 医師が薬剤情報等※２を確認し、診療に活用
• お使いのシステムに処方内容を入力し、電子処方箋を選択

なお、新たに以下のような施設を跨いだ情報が確認できるようになる
✓ 直近の情報を含む患者の過去の薬剤情報のデータ※２

✓ 重複投薬等チェックの結果※３

‐※5 ※6

※１ 資格確認証での受診時も、電子処方箋の発行が可能です。資格確認方法に関わらず、処方箋発行方法を受付時や診察時に口頭で確認し、お使いの
システム上で処方箋発行方法を選択、必要に応じて変更することも可能です。

※２ 薬剤情報の他、特定健診情報、診療情報、手術情報が確認できます。これらの情報は、患者がマイナ保険証で受付を行い、「過去の薬剤情報等の提供」
に対して同意した場合のみ確認が可能です。

※３ 処方内容入力時点でシステムが自動で重複投薬等チェックを行います。受付方法や処方箋形式に関わらず、処方するお薬が重複投薬等にあたるかを
チェックできます。マイナ保険証で受付を行った患者が過去のお薬の情報提供に同意した場合は、過去のどの施設で出されたお薬が重複投薬等にあたるかまで
確認ができます。

※４ 電子署名とは、従来の紙の処方箋への署名・押印を電子的に行うものです。
※５ 電子処方箋で発行した場合、引換番号が印刷された処方内容（控え）を交付することが可能です。 患者がマイナポータル等で引換番号が閲覧可能な

場合、交付しないことも可能です。
※６ 電子処方箋導入施設でも紙の処方箋の発行が可能です。この場合、発行・署名は従来の方法で行い、引換番号が記載された紙の処方箋を交付します。



費用面について

電子処方箋システムの導入費用に対しては補助金制度・税制が使えます。また電子処方箋等の導入に
よって、より安心な医療を提供する評価として、電子的診療情報連携体制整備加算※1もございます。
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■補助イメージ（平均患者数（初診）140人/月の医科診療所で、電子的診療情報連携体制整備加算※1

の施設基準を満たし、電子処方箋対応により、加算区分が変わる場合）

Check!
P11に参考リンクを整理しております

※1 令和８年度診療報酬改定により、電子的診療情体制整備加算や遠隔電子処方箋活用加算等、
電子処方箋活用に関する項目が追加され、電子処方箋の導入・活用有無に応じて加算の点数が異なるものもあります。
電子的診療情報連携体制整備加算は、電子処方箋等の医療DXの機能整備および実績に応じて評価される加算です。
施設基準を満たしている項目に応じて 4点 → 9点 → 15点 と段階的な点数となっています。
詳細はホームページ等をご確認ください。

※2 税制利用により、取得年度に即時・全額損金算入が可能です。
※3 その他デジタル化・AI導入補助金の活用が可能な場合があります。ご利用のシステム事業者にお問い合わせください。
※4 各制度には対象の条件があります。詳細は各制度のホームページ等をご確認ください。

• 電子的診療情報連携体制整備加算※1

• 遠隔電子処方箋活用加算※1（オンライン診療を実施している医療機関向け）

税制※4

診療報酬制度

• 医療情報化支援基金による補助補助金制度

• 中小企業投資促進税制
• 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
• 医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等の特別償却制度

導入費用
に対する補助

■電子処方箋の導入・運用にあたり利用できる費用面の補助制度（利用可能な一部の制度のみ掲載しております）※3

かかる費用の推定

導入費用：50万円

運用費：0.1万円/月

25万円補助

電子的診療情報連携体制
整備加算※1

かかる費用の推定（実質）

導入費用：25万円※2

増収は想定で最大0.7~0.84万円/月
（電子処方箋システムに関する月額保守費用）

※システム事業者により異なります
※システム事業者により
異なります

加算3→2の差 加算２→1の差

※2026年6月以降



導入に向けたスケジュール（例）
電子処方箋の利用を希望する患者に対応できるよう、まずはシステム事業者に問い合わせをして
ください。※1
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運用
開始

7月 9月

※1 導入は1か月以内に完了するケースが多いですが、お早めに準備をお願いします。
※2 電子カルテ未導入の場合は、電子カルテとの一体的な導入も可能ですので、あわせてご検討ください。
※3 電子署名のための準備に関してはシステム事業者と相談の上、進めてください。

日本医師会電子認証センターでは日本医師会会員の方は発行費用が無料です。詳細は、「日本医師会電子認証センターホームページ」をご確認ください。

導入・運用準備準備開始準備開始

補助金申請

医療機関等向け総合
ポータルサイトで登録

電子処方箋
システム

電子処方箋利用申請

医療機関等向け総合
ポータルサイトで登録

運用開始日入力

医療機関等向け総合
ポータルサイトで登録

電子処方箋対応施設として
厚生労働省ホームページに
掲載いたします。

電子署名

利用申請

運用開始日
入力

補助金申請

運用・
システム
の準備

事務
手続

発注 操作確認・設定見積 改修・導入

システム事業者

電子署名のための申請・準備※3

日本医師会 or MEDIS（一般財団法人医療情報システム開発センター）へ申請

まずは使用中の電子カルテの
システム事業者にご相談ください。 ※2

8月



【参考】電子処方箋を活用した好事例①
実際に電子処方箋を活用し、医療安全や業務効率化につながった事例を紹介します。
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併用禁忌のチェックによる、
医療の質向上

疑義照会件数の削減による、業務の効率化

整形外科で慢性疼痛の治療でトラマドール塩酸塩を処方しようと
したところ、システムから併用禁忌のアラートが出ました。チェック結果
から、パーキンソン病の治療のために神経内科でセレギリン塩酸塩が
処方されていることが判明したため、処方をアセトアミノフェンに変更し、
併用禁忌を防ぐことができました。

電子処方箋
管理サービス

併用禁忌チェック結果
トラマドール塩酸塩と
セレギリン塩酸塩の併用禁忌

患者
情報
提供の
同意

電子処方箋発行時には、調剤薬局向けに処方意図などを伝える
コメントを入力するようにしています。コメントを通して医師と薬剤師の
コミュニケーションの質が高まり、疑義照会削減や他の業務に注力
できるようになりました。

薬剤師医師 電子処方箋
管理サービス

①今回の処方箋内容
②処方意図
重複を確認の上処方

②処方意図
重複を確認の上処方
③重複投薬等チェック結果
成分重複

疑義照会不要

疑義照会回数の削減

併用禁忌の事前防止

電子カルテシステムに、よく使用するコメントを定型文として登録して選択
できるようにしたり、処方確定前にコメントを入力したか確認するフローと
することで、医師・歯科医師のコメント入力時間短縮と、その後の疑義
照会のやりとり削減が実現できたケースもあります。

Check!
P11に参考リンクを整理しております

医師

業務効率化のための工夫ポイント



【参考】電子処方箋を活用した好事例②
電子処方箋の活用により、有事での医療の質担保や業務効率化につながった事例を
紹介します。
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Check!
P11に参考リンクを整理しております

災害時でも患者の薬剤情報等を活用し、
安心の医療を提供

震災で道路が寸断された際、被災地にいる患者さんに
オンライン診療で電子処方箋を発行しました。患者さんは
現地の電子処方箋対応薬局で調剤を受けることができ、
健康の維持を支援することが出来ました。

患者

• 薬剤情報
• レセプト由来の情報
• 電子処方箋による
直近の処方・調剤情報

• 診療情報

氏名や
住所等を伝達

…他マイナンバー
カード

被災患者の災害関連死や健康被害対策の一つとして、薬物治療の
継続は重要です。医療機関・薬局の電子処方箋対応・調剤結果
登録が進んだこと、電子処方箋の応需や直近の薬剤情報等の活用
によって、患者の薬物治療の継続に繋がった実例もあります。更なる
医療の質向上のために是非電子処方箋にご対応ください。電子処方
箋システムの活用の他、被災地域等では全ての医療機関・薬局で
直近の薬剤情報等が閲覧できます。（災害時医療情報閲覧）

＜災害時医療情報閲覧＞

医師

医師

電子処方箋×後払いサービスの活用で
待合室の混雑緩和

電子処方箋と後払いサービスを組み合わせることで、医療機関・
患者いずれにとってもスムーズな診療を実現します。
クレジットカード登録などの後払いサービスを利用している患者は、
診察室での診察が終了した後、会計を待たない運用とすることが可能
です。診察終了後に会計や紙の処方箋発行を待つ必要がないため、
待合室の混雑緩和や、患者の利便性向上につながります。

＜電子処方箋×後払いサービス利用時の流れ＞

診察

医師

会計

本日の診察は終了です
処方箋は電子処方箋で発行しました。

後払いサービスをご利用ですので、
会計を待つ必要はありません

患者
ありがとうございました

帰宅

会計・紙の処方箋印刷の
待ち時間を解消可能

引換番号などの情報を、電話やFAX、アプリ等で事前に薬局に伝えれば、患者
の来局前に調剤が行われ、待ち時間が短くなる薬局もあります。
また、病院予約アプリと組み合わせることで、さらに待合室の混雑が緩和され、患
者の利便性向上につながります。



【参考】各種リンク集
より詳細を確認したい場合は下記リンクをご覧ください。

11

全体

厚労省ホームページ

補助金について

医療情報化支援
基金等による補助

税制の活用
デジタル化・

AI導入補助金

導入状況

ダッシュボード

活用事例

先進事例

電子署名について

電子署名の準備や利用方法

導入手順

準備作業の手引き

電子署名に係る申請

MEDIS 利用申請 運用開始日入力

掲載している二次元コードは
令和8年6月時点の情報です。
リンク先に遷移できない場合は
厚生労働省ホームページより
ご確認ください。

電子処方箋

医療機関

電子処方箋運用開始に向けた申請

本資料は印刷いただき、導入時の
参考資料としてご使用ください。

診療報酬制度

導入手順の詳細はこちらからご確認下さい。

日本医師会
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